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(57)【要約】
　
【課題】表示特性を低下させることなく調光層の強度を
高めた光変調素子および該光変調素子の製造方法を提供
することである。
【解決手段】少なくとも一方が透光性を有し、表面に設
けられた電極が対向するように配置された一対の基板と
、前記一対の基板間に設けられ、少なくとも液晶ドロッ
プまたは液晶マイクロカプセル、高分子バインダー及び
樹脂スペーサーを含む調光層と、を有する光変調素子で
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一方が透光性を有し、表面に設けられた電極が対向するように配置された一
対の基板と、
　前記一対の基板間に設けられ、少なくとも液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル、
高分子バインダー及び樹脂スペーサーを含む調光層と、を有することを特徴とする光変調
素子。
【請求項２】
　前記樹脂スペーサーが多角柱形状であることを特徴とする請求項１に記載の光変調素子
。
【請求項３】
　前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルも多角柱形状であることを特徴とする請
求項１または２に記載の光変調素子。
【請求項４】
　前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び前記樹脂スペーサーの最大長差が±
５０％以内であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光変調素子。
【請求項５】
　前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び樹脂スペーサーが、単層かつ稠密に
配置されていることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光変調素子。
【請求項６】
　前記調光層上に、被覆層が設けられていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか
１項に記載の光変調素子。
【請求項７】
　少なくとも一方が透光性を有し、表面に設けられた電極が対向するように配置された一
対の基板と、前記一対の基板間に設けられ、少なくとも液晶ドロップまたは液晶マイクロ
カプセル、高分子バインダー及び樹脂スペーサーを含む調光層と、を有する光変調素子の
製造方法であって、前記調光層を設ける工程が、
　前記基板上に、高分子バインダー及び溶媒を含む溶液中に液晶ドロップまたは液晶マイ
クロカプセル及び硬化性樹脂滴が分散された調光層用塗布液を塗布する塗布工程と、
　前記塗布された調光層用塗布液によって形成された塗布層を、前記高分子バインダーの
凝固点より高い温度で且つ前記溶媒の飽和蒸気圧と同一または前記溶媒の飽和蒸気圧に近
い雰囲気中に所定時間保持する保持工程と、
　前記塗布層中の前記溶媒を、前記高分子バインダーの凝固点以下の温度で揮発させて乾
燥させる乾燥工程と、
　を有することを特徴とする光変調素子の製造方法。
【請求項８】
　さらに、前記塗布層上に被覆層を形成する被覆層形成工程を有することを特徴とする請
求項７に記載の光変調素子の製造方法。
【請求項９】
　前記液晶及び硬化性樹脂の比重の差が、－０．５以上＋０．５以下であることを特徴と
する請求項７または８に記載の光変調素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光変調素子及びその製造方法に関する。 
【背景技術】
【０００２】
　紙パルプの原料である森林資源の破壊や、ごみの廃却、焼却による環境汚染などから、
オフィスを中心とする大量の紙の消費が問題になっている。しかしながら、パーソナルコ
ンピュータの普及、インターネットを始めとする情報化社会の発達により、電子情報の一
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時的な閲覧を目的とする、いわゆる短寿命文書としての紙の消費は、益々増加する傾向に
あり、紙に代わる書き換え可能な表示媒体の実現が望まれている。
　ところで、コレステリック光変調素子は無電源で表示を保持できるメモリ性を有するこ
と、偏光板を使用しないため明るい表示が得られること、カラーフィルターを用いずにカ
ラー表示が可能なことなどの特長を有することから近年注目を集めている。
【０００３】
　液晶分子が螺旋構造を持つコレステリック液晶は、入射した光を右円偏光と左円偏光に
分け、螺旋の捩じれ方向に一致する円偏光成分をブラッグ反射し、残りの光を透過させる
選択反射現象を起こす。反射光の中心波長λ、及び反射波長幅Δλは、螺旋ピッチをｐ、
平均屈折率をｎ、複屈折率をΔｎとすると、それぞれλ＝ｎ・ｐ、Δλ＝Δｎ・ｐで表さ
れ、コレステリック液晶層による反射光は螺旋ピッチに依存した鮮やかな色を呈する。
　正の誘電異方性を有するコレステリック液晶は、図９（Ａ）に示すように、螺旋軸がセ
ル表面に垂直になり、入射光に対して上記の選択反射現象を起こすプレーナ状態、図９（
Ｂ）に示すように、螺旋軸がほぼセル表面に平行になり、入射光を少し前方散乱させなが
ら透過させるフォーカルコニック状態、及び図９（Ｃ）に示すように、螺旋構造がほどけ
て液晶ダイレクタが電界方向を向き、入射光をほぼ完全に透過させるホメオトロピック状
態、の３つの状態を示す。
【０００４】
　上記の３つの状態のうち、プレーナ状態とフォーカルコニック状態は、無電圧で双安定
に存在することができる。したがって、コレステリック液晶の配向状態は、液晶層に印加
される電圧に対して一義的に決まらず、プレーナ状態が初期状態の場合には、印加電圧の
増加に伴って、プレーナ状態、フォーカルコニック状態、ホメオトロピック状態の順に変
化し、フォーカルコニック状態が初期状態の場合には、印加電圧の増加に伴って、フォー
カルコニック状態、ホメオトロピック状態の順に変化する。一方、液晶層に印加した電圧
を急激にゼロにした場合には、プレーナ状態とフォーカルコニック状態はそのままの状態
を維持し、ホメオトロピック状態はプレーナ状態に変化する。そして、印加するパルス電
圧の大きさによって上記３つの状態を相互に遷移させることができる。
【０００５】
　この電気光学応答を示したものが図１０である。図１０中、曲線Ａは初期状態がプレー
ナ状態の場合を示し、曲線Ｂは初期状態がフォーカルコニック状態の場合を示す。
　図１０において（ａ）で示す領域はプレーナ状態またはフォーカルコニック状態（選択
反射状態または透過状態）を、（ｂ）で示す領域は遷移領域を、（ｃ）で示す領域はフォ
ーカルコニック状態（透過状態）を、（ｄ）で示す領域は遷移領域を、（ｅ）で示す領域
はホメオトロピック状態を示し、ホメオトロピック状態で電圧を０にするとプレーナ状態
（選択反射状態）に変化する。また、Vpf,90 、Vpf,10 、Vfh,10 、Vh,90とは、前記の２
つの遷移領域の前後において、正規化反射率が９０または１０になる電圧（正規化反射率
が９０以上を選択反射状態とし、１０以下を透過状態とする）を意味する。
【０００６】
　そして、コレステリック液晶層の背面に、少なくとも選択反射色と同じ波長の光を吸収
する層を配置することで、プレーナ状態とフォーカルコニック状態を利用した反射型メモ
リ表示を実現できる。
【０００７】
　コレステリック光変調素子は、一対の支持基板間に液晶を連続相として封入する構造の
ほかに、高分子バインダー中にコレステリック液晶をドロップ状に分散したＰＤＬＣ（Po
lymer Dispersed Liquid Crystal）や、高分子バインダー中に液晶マイクロカプセル化さ
れた液晶を分散したＰＤＭＬＣ（Polymer Dispersed Microencapsulated Liquid Crystal
）と称される表示方法が知られている（例えば、以下の特許文献１乃至特許文献３参照）
。
【０００８】
　このような反射率及び彩度の低下を抑制するために、隣接する液晶ドロップを密着させ
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ると共に液晶ドロップを多面体構造とした液晶表示素子が知られている（例えば、特許文
献４参照）。
【０００９】
　また、ゼラチンおよび溶媒を含む溶液に液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルが分
散された調光層用塗布液を塗布し、該調光層中の溶媒を乾燥させる液晶表示素子の製造方
法が開示されている（例えば、特許文献５参照）。
【特許文献１】特公平７－００９５１２号公報
【特許文献２】特開平９－２３６７９１号公報
【特許文献３】特許第３１７８５３０号明細書
【特許文献４】特開平９－２３６７９１号公報
【特許文献５】特開２００５－２５８３１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、ＰＤＬＣ構造やＰＤＭＬＣ構造のコレステリック光変調素子には、プレ
ーナ状態での選択反射色の明るさや色純度が低く綺麗なカラー表示を行うことができない
という問題や、フォーカルコニック状態での光透過率が悪く、例えば背面に黒色の光吸収
層を設けた表示素子では、黒表示が白濁してコントラストが低くなるという問題がある。
　また、調光層中の液晶比率が高いＰＤＬＣ構造では強度が不足し、外部からの押圧等に
より表示特性が低下してしまう場合がある。これに対して、一般的なリブなどのスペーサ
ーをあらかじめ設けておく方法では、規則的なリブの配列によりモアレ等の表示欠陥が発
生してしまうこともある。
【００１１】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その課題は、表示特性を低下さ
せることなく調光層の強度を高めた光変調素子および該光変調素子の製造方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題は、以下の本発明により達成される。
　すなわち本発明の請求項１に係る発明は、少なくとも一方が透光性を有し、表面に設け
られた電極が対向するように配置された一対の基板と、
　前記一対の基板間に設けられ、少なくとも液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル、
高分子バインダー及び樹脂スペーサーを含む調光層と、を有する光変調素子である。
【００１３】
　請求項２係る発明は、前記樹脂スペーサーが多角柱形状である請求項１に記載の光変調
素子である。
【００１４】
　請求項３に係る発明は、前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルも多角柱形状で
ある請求項１または２に記載の光変調素子である。
【００１５】
　請求項４に係る発明は、前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び前記樹脂ス
ペーサーの最大長差が±５０％以内である請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光変調
素子である。
【００１６】
　請求項５に係る発明は、前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び樹脂スペー
サーが、単層かつ稠密に配置されている請求項１乃至４のいずれか１項に記載の光変調素
子である。
【００１７】
　請求項６に係る発明は、前記調光層上に、被覆層が設けられている請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の光変調素子である。
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【００１８】
　請求項７に係る発明は、少なくとも一方が透光性を有し、表面に設けられた電極が対向
するように配置された一対の基板と、前記一対の基板間に設けられ、少なくとも液晶ドロ
ップまたは液晶マイクロカプセル、高分子バインダー及び樹脂スペーサーを含む調光層と
、を有する光変調素子の製造方法であって、前記調光層を設ける工程が、
　前記基板上に、高分子バインダー及び溶媒を含む溶液中に液晶ドロップまたは液晶マイ
クロカプセル及び硬化性樹脂滴が分散された調光層用塗布液を塗布する塗布工程と、
　前記塗布された調光層用塗布液によって形成された塗布層を、前記高分子バインダーの
凝固点より高い温度で且つ前記溶媒の飽和蒸気圧と同一または前記溶媒の飽和蒸気圧に近
い雰囲気中に所定時間保持する保持工程と、
　前記塗布層中の前記溶媒を、前記高分子バインダーの凝固点以下の温度で揮発させて乾
燥させる乾燥工程と、
　を有する光変調素子の製造方法である。
【００１９】
　請求項８に係る発明は、さらに、前記塗布層上に被覆層を形成する被覆層形成工程を有
する請求項７に記載の光変調素子の製造方法である。
【００２０】
　請求項９に係る発明は、前記液晶及び硬化性樹脂の比重の差が、－０．５以上＋０．５
以下である請求項７または８に記載の光変調素子の製造方法である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の請求項１に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、表示特性をよ
り低下させることなく調光層の強度を高めた光変調素子が得られる。
　請求項２に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比較して、表示特性がより高め
られる。
　請求項３に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、表示と強度との安定性
がより高められる。
　請求項４に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、表示と強度との安定性
がより高められる。
　請求項５に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、強度を保持しつつスペ
ーサー導入による表示特性の低下をより抑えた光変調素子が得られる。
　請求項６に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、調光層における液晶滴
、スペーサー粒子の密度がより高められ、表示特性もより向上する。
　請求項７に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、表示特性をより低下さ
せることなく調光層の強度を高めた光変調素子を効率的に製造できる。
　請求項８に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、調光層における液晶滴
、樹脂スペーサー粒子の形がより揃った光変調素子を製造できる。
　請求項９に係る発明によれば、本構成を有しない場合に比して、調光層における液晶滴
、樹脂スペーサー粒子の配置により偏りのない光変調素子を製造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の光変調素子およびその製造方法について、実施形態により詳細に説明す
る。 
　本実施形態の光変調素子は、少なくとも一方が透光性を有し、表面に設けられた電極が
対向するように配置された一対の基板と、前記一対の基板間に設けられ、少なくとも液晶
ドロップまたは液晶マイクロカプセル、高分子バインダー及び樹脂スペーサーを含む調光
層と、を有することを特徴とする。
【００２３】
　前述の光変調素子における調光層の強度を高めるためには、調光層形成時にあらかじめ
リブなどを設けておくことが有効である。しかし、リブやスペーサーを層形成前にあらか
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じめ設けておく製法では、これらが液晶に対して異物のように振る舞い、液晶滴を含む塗
布液を流し込んだときに液晶滴が凝集したり、スペーサー上に堆積したりしてしまう。
　本実施形態では、後述する製造方法により、層形成とスペーサー導入とを同時に行うこ
とができることを見出し、前記特徴を有する光変調素子を得るに到った。
【００２４】
　図１に本実施形態の光変調素子の一例の概略構成断面図を示すが、図にように、本実施
形態の光変調素子１０では、対向して設けられた一対の非表示面基板（基板）１３と表示
面基板（基板）２０との間に、液晶ドロップ３２及び樹脂スペーサー３３を含む調光層３
０が設けられている。非表示面基板１３は、支持基板１１上に電極１２を積層した構成と
なっている。表示面基板２０は、支持基板２１上に電極２２を積層した構成となっている
。非表示面基板１３には遮光層１４が設けられ、表示面基板２０には調光層３０が設けら
れており、接着層１６を介して積層された構成となっている。
　なお、図示は省略するが、電極２２と調光層３０との間、及び電極１２と遮光層１４と
の間等に接着層を設けてもよい。遮光層１４は非表示面基板１３の外側、即ち電極１２が
形成されていない側、あるいは表示面基板２０側の電極２２と調光層３０との間に設けて
られていてもよい。調光層３０は、液晶３２ａを含む球状の液晶ドロップ３２及び球状の
樹脂スペーサー３３が、ゼラチン（高分子バインダー）３４中に配列した状態で構成され
ている。
【００２５】
　このように構成された光変調素子１０において、対向する電極２２及び電極１２へ電圧
が印加されると、印加電圧に応じてコレステリック液晶の配向状態が制御され、調光層３
０へ入射された入射光が、コレステリック液晶により選択反射される。
【００２６】
　なお、図１に示す光変調素子１０の調光層３０は、コレステリック液晶をドロップとし
てではなく、液晶３２ａを高分子シェル、すなわち液晶マイクロカプセルに包み込んだ形
態の液晶マイクロカプセルとして含むようにしてもよい。以下において、特に明記しない
場合には「液晶ドロップ」というときには、その内容は前記液晶マイクロカプセルについ
ても同様に適用される。
【００２７】
　また本実施形態においては、図２に示すように樹脂スペーサー３５が多角柱形状である
ことが望ましく、さらにこれに合わせて液晶３６ａを含む液晶ドロップ３６も多角柱形状
であることが望ましい。
　樹脂スペーサー３５が多角柱形状、特に六面体形状であると、図に示すように樹脂スペ
ーサー３５が電極を有する基板と面で接触することができ、スペーサーの配置が安定化さ
れ、またスペーサー導入による調光層面の凹凸の発生も抑制することができる。また、液
晶ドロップ３６も多角柱形状であることにより、同様に液晶ドロップ３６も多角柱形状の
樹脂スペーサー３５と揃った状態で密に配列することができ、表示と強度との安定性がよ
り高められる。
【００２８】
　ここで、上記「多角柱形状」とは、調光層面を５００乃至１０００倍程度で顕微鏡観察
したときに、目視で液晶ドロップ等の粒子形状が円でなく、輪郭に２つ以上の角を有する
ものを意味する。またこのとき、例えばレーザー顕微鏡などにより焦点をずらして観察面
と垂直方向の形状変化を調べ、同様の形状が深さ方向にも続いていることを確認すること
により、多角柱形状であることが明確に判断される。
　なお光変調素子において、樹脂スペーサー等が多角柱形状であるとは、観察される樹脂
スペーサー粒子等全体の５０個数％以上が多角柱形状であることをいう。
【００２９】
　さらに、前記樹脂スペーサーと液晶ドロップとがほぼ同サイズであることが望ましい。
樹脂スペーサーと液晶ドロップとが同サイズであることにより、図２に示すように、例え
ば樹脂スペーサー３５及び液晶ドロップ３６が単層で配列したときに、より稠密な配置と
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することができる。
【００３０】
　ここで上記「ほぼ同サイズ」とは両粒子の最大長差が±５０％以内であることを意味し
、該最大長は、前記顕微鏡観察した調光層面の写真を画像解析し、液晶ドロップ粒子及び
樹脂スペーサー粒子１０００個以上各々について最大長を求め、それらの平均値の差とし
て求められるものである。
　また、前記「稠密な配置」とは、樹脂スペーサー及び液晶ドロップが互いに最大長の１
００％以上の間隙を空けることなく密に並列していることをいう。
【００３１】
　本実施形態の光変調素子としては、調光層３１上にさらに被覆層４０を設けた図３に示
した構成がさらに好適である。後述するように、前記樹脂スペーサー及び液晶ドロップが
多角柱形状となるには、調光層塗布液の塗布を行って一度ゼラチンを固化させたのち、再
度ゼラチンをゾル化して保持する工程が必要となる。このとき、ゾル化の前に調光層上に
ゲル化した膜（上記保持する工程の条件ではゾル化しない膜）である被覆層４０を設けて
おくことにより、前記保持工程における多角柱形状化を効率的に行うことができる。
【００３２】
　また、上記被覆層４０は、光変調素子作製の際に調光層３１が外部に露出しないように
して、調光層３１を保護する機能をも有しているため、作製時における調光層の乱れが抑
制され、表示特性も向上する。
　なお、本実施形態における前記「ゲル化した膜」とは、３次元的に水素結合して溶剤に
不溶となった膜のことであり、超音波式粘度測定器により確認することができる。
【００３３】
　さらに本実施形態において、例えば図１に示す光変調素子１０は、図４に示すように、
電極１２と遮光層１４との間に光導電層５０を設けた構成の光変調素子２４であってもよ
い。図４に示す光変調素子２４によれば、電極１２及び電極２２の間にバイアス電圧を印
加するとともに、光導電層５０に書込み光を照射することによって、コレステリック液晶
の配向状態を制御することができる。
【００３４】
　なお、上記支持基板２１及び支持基板１１が、本実施形態における基板に相当し、液晶
ドロップ３２及び液晶マイクロカプセル３６各々が、本実施形態における液晶ドロップ及
び液晶マイクロカプセル各々に相当し、樹脂スペーサー３３、３５各々が本実施形態にお
ける樹脂スペーサーに相当する。また、上記電極１２及び電極２２各々が、本実施形態に
おける電極に相当し、上記光変調素子１０、光変調素子２３、及び光変調素子２４が、本
実施形態における光変調素子に相当する。
【００３５】
　次に、前記で説明した光変調素子に用いる各構成部材について説明する。
＜基板＞
　基板を構成する支持基板は、絶縁性を有する、ガラス、及びシリコーン、またはポリエ
チレンテレフタレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネートなどの
高分子フィルムを用いて形成され、少なくとも一方、特に視認される側の支持基板（表示
面基板を構成する支持基板）は、入射光及び反射光に対して透過性を有する材料により形
成される。また必要に応じて、支持基板の表面に、防汚膜、耐磨耗膜、光反射防止膜、ガ
スバリア膜など公知の機能性膜を形成してもよい。
【００３６】
　支持基板上に設けられる電極は、導電性を有する、金やアルミなどの金属薄膜、酸化イ
ンジウムや酸化スズなどの金属酸化物、またはポリピロール、ポリアセチレン、ポリアニ
リンなどの導電性有機高分子を用いて形成され、少なくとも表示面側にある電極は、入射
光及び反射光に対して透過性を有する材料により形成する。また必要に応じて、その表面
に、密着力改善膜、光反射防止膜、ガスバリア膜など公知の機能性膜を形成してもよい。
【００３７】
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＜調光層＞
　調光層は、液晶による液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルを、ゼラチン中に、分
散保持した構造からなる。調光層の層厚は、大きすぎると電極間に印加する駆動電圧を高
くする必要があり、小さすぎると光変調素子のコントラストが低下することから、駆動電
圧を低く且つコントラストを高くするために、１μｍ以上１００μｍ以下であることが好
ましい。
　本実施形態の光変調素子における調光層は、液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル
が単層で構成されていても、複層で構成されていてもよいが、調光層の凹凸を抑制するた
めに、単層であることが好ましい。
【００３８】
（液晶）
　調光層において、液晶ドロップや液晶マイクロカプセルに用いることができる液晶材料
としては、屈折率異方性があり、電圧印加によって配向が変化するものであればどのよう
な液晶材料であってもよいが、好ましくは、コレステリック液晶（カイラルネマチック液
晶を含む）が挙げられる。
　なお、本実施形態で用いられるコレステリック液晶材料として、ステロイド系コレステ
ロール誘導体、あるいはシッフ塩基系、アゾ系、アゾキシ系、安息香酸エステル系、ビフ
ェニル系、ターフェニル系、シクロヘキシルカルボン酸エステル系、フェニルシクロヘキ
サン系、ビフェニルシクロヘキサン系、ピリミジン系、ジオキサン系、シクロヘキシルシ
クロヘキサンエステル系、シクロヘキシルエタン系、シクロヘキサン系、トラン系、アル
ケニル系、スチルベン系、縮合多環系などのネマチック液晶やスメクチック液晶、または
これらの混合液晶に、シッフ塩基系、アゾ系、エステル系、ビフェニル系などの光学活性
材料からなるカイラル成分を添加した材料を用いることができる。
【００３９】
（樹脂スペーサー）
　また、調光層において樹脂スペーサーとしては硬化性樹脂が好適に用いられる。
　硬化性樹脂としては光硬化性、放射線硬化性、電子線硬化性、熱硬化性等の樹脂を用い
ることができるが、中でも光硬化性樹脂及び熱硬化性樹脂が好ましく用いられる。該光硬
化性樹脂または熱硬化性樹脂としては、光硬化性または熱硬化性のモノマー、オリゴマー
若しくはモノマーとオリゴマーの混合物が好ましく用いられる。なお、本実施形態に用い
る硬化性樹脂としては、後述する乳化工程を経て調光層用塗布液に分散されるため、水溶
性でないことが望ましい。 
【００４０】
　前記熱硬化性樹脂としては、加熱すると硬化（不溶化）する樹脂として知られているも
のを適用できる。例えば、フェノール－ホルムアルデヒド樹脂、尿素－ホルムアルデヒド
樹脂、メラミン－ホルムアルデヒド樹脂、アクリルポリオールをイソシアネートで硬化さ
せた樹脂、ポリエステルポリオールをメラミンで硬化させた樹脂、あるいはアクリル酸を
メラミンで硬化させた樹脂等である。また熱硬化性樹脂の構成成分であるモノマーを組み
合わせて用いてもよい。 
【００４１】
　その他に熱可塑性樹脂でも架橋によって硬化し耐熱性を有する樹脂であれば、前記熱硬
化性樹脂に含まれる。このような熱硬化性樹脂としては、例えば、熱硬化性アクリル樹脂
を使用することが好ましい。熱硬化性アクリル樹脂は、少なくとも１種のアクリル系単量
体、あるいはアクリル系単量体及びスチレン系単量体を重合してなる共重合体をメラミン
系化合物、イソシアネート系化合物によって架橋させたものである。さらに、熱硬化性シ
リコーン樹脂も好ましい。
　これらの中では、熱硬化性シリコーン樹脂を特に好適に用いることができる。
【００４２】
　前記光硬化性樹脂組成物としては、例えば、分子中にビニル基等の反応性二重結合を有
する化合物（低分子量物に限らず、高分子をも含むものとする）と、光硬化に必要な開始
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剤と、を主成分とするもの等が挙げられる。
　上記分子中に反応性二重結合を有する化合物としては、（メタ）アクリロイル基を有す
る、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メ
タ）アクリレート、２－エトキシエチル（メタ）アクリレート、フェノキシジエチレング
リコール（メタ）アクリレートなどの１官能タイプや、１，６－ヘキサンジオールジ（メ
タ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリ
コールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ト
リメチルプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリ
レート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘ
キサ（メタ）アクリレート等の多官能タイプがある。また、ポリエステルアクリレート、
ポリウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエーテルアクリレート、オリゴ
アクリレート、アルキドアクリレート、ポリオールアクリレート等のオリゴマー等もある
。更に、ビニル基やアリル基を有する、例えば、スチレンモノマー、α－メチルスチレン
、ジビニルベンゼン、酢酸ビニル、ペンテン、ヘキセン、不飽和化合物等がある。さらに
、チオール系の重合性単量体やエポキシ系の重合性単量体なども有効である。
　光硬化用重合開始剤としては、例えば、ベンゾインアルキルエーテル系、アセトフェノ
ン系、ベンゾフェノン系、チオキサントン系などの光開始剤が好適に用いられる。
【００４３】
　これらの硬化性樹脂としては、後述する調光層形成工程における加熱等により硬化時期
が制限されないことが望ましく、その観点からは、光照射により硬化時期を任意とできる
光硬化性樹脂を用いることが好適である。
　特に樹脂スペーサーとして、表示特性に悪影響を与えないという点では用いる液晶と屈
折率が近いことが望ましく、例えば、紫外線硬化性のチオール系重合性単量体であるＮＯ
Ａ６５（ノーランド社製）等が好ましい。
【００４４】
　本実施形態に用いられる調光層において、樹脂スペーサー濃度（液晶ドロップ及び樹脂
スペーサー全体体積に対する樹脂スペーサー体積比率）は、０．０１体積％以上１０体積
％以下とすることが望ましく、０．５体積％以上２．０体積％以下とすることがより好適
である。
　体積比率が０．０１体積％に満たないと、外部からの押圧等に対して表示特性に影響が
出ない程度の強度を確保することができない場合がある。１０体積％を超えると、反射率
低下など表示特性に悪影響が出る場合がある。
【００４５】
　なお上記体積比率は、調光層表面の顕微鏡による観察写真から、１０００個以上の粒子
について画像データを画像解析装置に取り込み、各粒子ごとに最大径を測定し、それを直
径とした球体の粒子の体積として液晶ドロップ及び樹脂スペーサーの各総体積を求めるこ
とにより行った。
【００４６】
（高分子バインダー）
　本実施形態における高分子バインダーは、前記液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセ
ルを保持し、光変調素子の変形による液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルの流動を
抑制する。高分子バインダーは、液晶材料に溶解せず、また液晶ドロップまたは液晶マイ
クロカプセルと相溶しない液体を溶剤とする高分子材料であり、且つ外力に耐えうる強度
を持ち、少なくとも反射光及び入射光に対して高い透過性を有する材料であれば特に制限
はなく、例えば、水溶性高分子材料（たとえばゼラチン、ポリビニルアルコール、セルロ
ース誘導体、ポリアクリル酸系ポリマー、エチレンイミン、ポリエチレンオキサイド、ポ
リアクリルアミド、ポリスチレンスルホン酸塩、ポリアミジン、イソプレン系スルホン酸
ポリマー）、あるいは水性エマルジョン化できる材料（たとえばフッ素樹脂、シリコーン
樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂）等が好適に挙げられる。
　中でも、表面凹凸を小さくでき、フラットな調光層が得られるという観点から、ゼラチ
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ンが特に好ましい
【００４７】
　前記ゼラチンとしては、ゼラチンの物性として、ゼリー強度が大きく、ゾル粘度が低い
ものが好ましい。
　このようなゼラチンとしては、α鎖の多量体である高分子量のβ鎖・γ鎖や、α鎖の主
鎖が途中で切れた低分子量成分が少なく、α鎖残量の多いものが適している。牛骨を酸処
理して製造されたゼラチン材料は、この条件を満たし、とくにゼリー強度が大きく、ゾル
粘度が低いため好ましい。また、原料のコラーゲンを加水分解する際に最初に抽出される
第一抽出品がよい。なお、液晶材料のイオン汚染を防止するため、ゼラチン中に残留する
イオン成分をイオン交換樹脂など公知の手法を用いて除去してもよい。
【００４８】
＜被覆層＞
　被覆層としては前記のようにゲル化した膜（ゲル化膜）が用いられる。ゲル化膜として
は、温度によりゾル－ゲル状態を示し、ゲル化状態で液晶ドロップ等を溶解しない特性を
有するものであれば特に制限されない。なお本実施形態において、「ゲル化する」および
「ゲル状態になる」とは、ゲル状態での飽和粘度を１００、ゾル状態での飽和粘度を０と
して規格化した場合に、上記規格化した粘度が７０以上になった場合を意味する。
【００４９】
　前記ゲル化膜のもととなるコロイド粒子としては、天然高分子、合成高分子、または半
合成高分子を用いることができ、寒天、ゼラチン、セルロース、カラーギナン、アルギン
酸、キサンタンガム、ペクチン、シードガム、ファーセレラン、カードラン、ポリビニル
アルコール、ポリアクリロニトリル、ポリエチレンオキシド等の高分子やその誘導体、あ
るいはこれらの混合物、あるいはこれらを低温ゲル化剤として、低温ゲル化性の無い高分
子と混合したものを例示することができる。中でも、温度変化に対するゾル－ゲル変化挙
動に大きなヒステリシス性を示す寒天やその誘導体が好ましい。また高分子溶液の物性と
しては、ゼリー強度が大きく、ゾル粘度が低いものが好ましい。 
【００５０】
　被覆層の層厚は、０．１μｍ以上５．０μｍ以下であることが望ましく、０．５μｍ以
上２．０μｍ以下がより好適である。層厚が５．０μｍを超えると、ゲル化膜での電圧降
下が大きくなるため駆動電圧の上昇を引き起こすという問題が生じ、０．１μｍ未満であ
ると、調光層の表面を充分被覆できず液晶ドロップや樹脂スペーサーの形状が不均一にな
ったり液晶の拡散を抑制することができなかったりする場合がある。
【００５１】
＜光導電層＞
　光導電層は、ａ－Ｓｉ：Ｈ、ａ－Ｓｅ、Ｔｅ－Ｓｅ、Ａｓ2Ｓｅ3、ＣｄＳｅ、ＣｄＳ
などの無機光導電体、あるいはアゾ顔料、フタロシアニン顔料、ペリレン顔料、キナクリ
ドン顔料、ピロロピロール顔料、インジゴ顔料、アントロン顔料などの電荷発生材料とア
リールアミン、ヒドラゾン、トリフェニルメタン、ＰＶＫなどの電荷輸送材料を組合せた
有機光導電体（ＯＰＣ）などにより構成されるが、２つの電荷発生層及び電荷輸送層が積
層されたＯＰＣ層が好ましい。
【００５２】
　電荷発生層は、アドレス光を吸収して光キャリアを発生させる機能を有する層である。
主に、電荷発生層が表示面側の電極から書き込み面側の電極の方向に流れる光キャリア量
を、電荷発生層が書き込み面側の電極から表示面側の電極の方向に流れる光キャリア量を
、それぞれ左右している。電荷発生層としては、アドレス光を吸収して励起子を発生させ
、ＣＧＬ内部、またはＣＧＬ／ＣＴＬ界面で自由キャリアに効率良く分離させられるもの
が好ましい。 
【００５３】
　電荷発生層は、電荷発生材料（たとえば金属又は無金属フタロシアニン、スクアリウム
化合物、アズレニウム化合物、ペリレン顔料、インジゴ顔料、ビスやトリス等アゾ顔料、
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キナクリドン顔料、ピロロピロール色素、多環キノン顔料、ジブロモアントアントロンな
ど縮環芳香族系顔料、シアニン色素、キサンテン顔料、ポリビニルカルバゾールとニトロ
フルオレン等電荷移動錯体、ピリリウム塩染料とポリカーボネート樹脂からなる共昌錯体
）を直接成膜する乾式法か、またはこれら電荷発生材料を、高分子バインダー（たとえば
ポリビニルブチラール樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、
ビニルカルバゾール樹脂、ビニルホルマール樹脂、部分変性ビニルアセタール樹脂、カー
ボネート樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂、ビニルアセテート樹脂、
酢酸ビニル樹脂、シリコーン樹脂等）とともに適当な溶剤に分散ないし溶解させて塗布液
を調製し、これを塗布し乾燥させて成膜する湿式塗布法等により形成することができる。
【００５４】
　電荷輸送層は、電荷発生層で発生した光キャリアが注入さ、バイアス信号で印加された
電場方向にドリフトする機能を有する層である。 
　電荷輸送層は、電荷発生層からの自由キャリアの注入が効率良く発生し（電荷発生層２
３，２５とイオン化ポテンシャルが近いことが好ましい）、注入された自由キャリアがで
きるだけ高速にホッピング移動するものが好適である。暗時のインピーダンスを高くする
ため、熱キャリアによる暗電流は低い方が好ましい。 
【００５５】
　電荷輸送層は、低分子の正孔輸送材料（たとえばトリニトロフルオレン系化合物、ポリ
ビニルカルバゾール系化合物、オキサジアゾール系化合物、ベンジルアミノ系ヒドラゾン
あるいはキノリン系ヒドラゾン等のヒドラゾン系化合物、スチルベン系化合物、トリフェ
ニルアミン系化合物、トリフェニルメタン系化合物、ベンジジン系化合物）、または低分
子の電子輸送材料（たとえばキノン系化合物、テトラシアノキノジメタン系化合物、フル
フレオン化合物、キサントン系化合物、ベンゾフェノン系化合物）を、高分子バインダー
（たとえばポリカーボネート樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエステル樹脂、ポリイミド
樹脂、ポリアミド樹脂、ポリスチレン樹脂、含珪素架橋型樹脂等）とともに適当な溶剤に
分散ないし溶解させたもの、あるいは上記正孔輸送材料や電子輸送材料を高分子化した材
料を適当な溶剤に分散ないし溶解させたものを調製し、これを塗布し乾燥させて形成すれ
ばよい。 
【００５６】
＜遮光層＞
　必要に応じて設けられる遮光層は、絶縁性を有する、カドミウム系、クロム系、コバル
ト系、マンガン系、カーボン系などの無機顔料、またはアゾ系、アントラキノン系、イン
ジゴ系、トリフェニルメタン系、ニトロ系、フタロシアニン系、ペリレン系、ピロロピロ
ール系、キナクリドン系、多環キノン系、スクエアリウム系、アズレニウム系、シアニン
系、ピリリウム系、アントロン系などの有機染料や有機顔料、あるいはこれらを高分子バ
インダーに分散した材料を用いて形成され、少なくとも反射光に対して、光吸収性を有す
るように構成する。
【００５７】
＜接着層＞
　必要に応じて設けられる接着層は、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリ
コーン樹脂など、熱や圧力によって調光層と遮光層を密着させることができる材料を用い
る。なお、接着層を挿入する位置はこの実施形態に限らず、電極と調光層の間、電極と遮
光層の間とすることもできる。電極と調光層の間に接着層を形成する場合は、少なくとも
入射光及び反射光に対して透過性を有する材料により形成する。
【００５８】
　次に、本実施形態の光変調素子の作製方法について説明する。なおここでは、説明を簡
略化するために、図１、図２に示すように、対向して設けられた非表示面基板と表示面基
板との間に、液晶ドロップを含む調光層が設けられる場合を説明する。
【００５９】
　本実施形態の光変調素子は、例えば表面に電極を有する支持基板としての非表示面基板
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上に遮光層を積層し、また、表面に電極を有する支持基板としての表示面基板上に調光層
を積層した後に、接着層を介して、表面に電極を有する支持基板としての表示面基板を電
極が形成された側と表面に電極を有する支持基板としての非表示面基板の電極が形成され
た面とが対向するように重ね合わせて接着することにより作製される。
【００６０】
　前記本実施形態の光変調素子は、特に調光層形成工程で樹脂スペーサーとなる硬化性樹
脂滴を混入させたり、液滴を変形させたりすることによって得られるものである、この調
光層形成工程を中心に説明する。また、調光層に用いる高分子バインダーとしては、好適
な材料であるゼラチンを用いた形態とする。
【００６１】
　本実施形態において、調光層を設ける工程は、表示面基板上に、ゼラチン及び溶媒を含
む溶液中に液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び硬化性樹脂滴が分散された調光
層用塗布液を塗布する塗布工程と、塗布された調光層用塗布液によって形成された塗布層
を、ゼラチンの凝固点より高い温度で且つ溶媒の飽和蒸気圧と同一または溶媒の飽和蒸気
圧に近い雰囲気中に所定時間保持する保持工程と、塗布層中の前記溶媒をゼラチンの凝固
点以下の温度で揮発させて乾燥させる乾燥工程と、を有している。
　本実施形態において、調光層の形成は、塗布として（１）調光層形成用塗布液の塗布工
程のみを行う方法と、（２）前記塗布工程に加えて被覆層を形成する被覆層形成工程を行
う方法と、に分けられる。
【００６２】
Ａ．調光層用塗布液の塗布工程のみを行う場合
　図５は、調光層の形成を調光層用塗布液の塗布工程のみにより行う場合を示す概略工程
図である。
　この方法による調光層形成は、調光層用塗布液を塗布する工程（工程（Ａ１））、塗布
した層を一定温度で保持する工程（工程（Ａ２、Ａ３)、及び乾燥する工程（工程（Ａ４)
から構成される。
【００６３】
（調光層用塗布液の調製）
　まず調光層塗布に用いる調光層用塗布液の調製について詳細に説明する。
　調光層用塗布液は、例えばゼラチン及び液体を含有する溶液に、液晶ドロップまたは液
晶マイクロカプセルと、樹脂スペーサーとなる硬化性樹脂滴とを分散することによって調
製される。
　以下、液晶ドロップ及び液晶マイクロカプセルの調製方法について説明する。
【００６４】
－液晶ドロップエマルジョンの調製－
　液晶ドロップエマルジョンは、少なくともコレステリック液晶からなる分散相を、分散
相と相溶しない連続相、例えば、水相中にドロップ状に乳化分散させることにより調製さ
れる。乳化する手段として、分散相と連続相を混合した後、ホモジナイザーなどの機械的
なせん断力で分散相を微小な液滴として分散させる方法や、分散相を連続相中に多孔質膜
を通して押出し、微小な液滴として分散させる膜乳化法などを用いることができる。特に
膜乳化法は乳化液滴の粒径ばらつきが小さくなるため、均一な粒径の液晶ドロップを形成
することができるため好ましい。なお、乳化時の連続相中に、乳化を安定させるための界
面活性剤や保護コロイドを微量混合しておいてもよい。
【００６５】
－液晶マイクロカプセルスラリーの調製－
　高分子シェル内にコレステリック液晶が内包された液晶マイクロカプセルの調製には、
公知の液晶マイクロカプセル化手法、例えば、相分離法、界面重合法、in situ重合法を
用いることができる。具体的には、前記のごとくして作製した液晶ドロップを、高分子シ
ェル材料を含む溶液中に分散させ、または前記材料に応じて熱硬化などさせ、液晶ドロッ
プの周囲に高分子シェルを形成する。また、ウレタン・ウレア系の高分子シェルを作る場
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合には、あらかじめ液晶ドロップに多価イソシアネート化合物を含ませておき、液晶ドロ
ップを、多価アルコールを含む溶液中に添加してウレタン・ウレア生成反応を起こさせる
ことが好ましい。
【００６６】
　高分子シェルとしては内包する液晶材料に溶解しない材料を用い、例えば、ゼラチン、
セルロース誘導体、ゼラチン－アラビアゴム、ゼラチン－ゲランゴム、ゼラチン－ペプト
ン、ゼラチン－カルボキシメチルセルロース、ポリスチレン、ポリアミド、ナイロン、ポ
リエステル、ポリフェニルエステル、ポリウレタン、ポリウレア、メラミンホルマリン樹
脂、フェノールホルマリン樹脂、尿素ホルマリン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂な
どが挙げられる。
【００６７】
　液晶マイクロカプセルの粒径は小さすぎると充分な反射特性が得られず、表示特性を悪
化させると共に、コントラストの低下を招く。一方、高分子シェルによる液晶マイクロカ
プセルの壁厚は、厚すぎると液晶マイクロカプセル内に内包される液晶材料の量が少なく
なり、薄すぎると強度が低下する。したがって、コントラストが高く且つ強度の低下を抑
制するには、液晶マイクロカプセルの壁厚は、液晶マイクロカプセルの半径の１％乃至２
５％、好ましくは３％乃至２１％にする。
【００６８】
　なお、液晶マイクロカプセル及び液晶ドロップの体積平均一次粒径は、１μｍ以上１０
０μｍ以下が好ましく、３μｍ以上２０μｍ以下がより好ましく、特に好ましくは１０μ
ｍ以上１５μｍ以下である。液晶マイクロカプセル及び液晶ドロップの体積平均一次粒径
が１００μｍを超えると駆動電圧の上昇を生じ、１μｍ未満であると充分な反射特性が期
待できないおそれがある。
　ただし、この段階で液晶ドロップ等の粒径は、調光層用塗布液として混合される硬化性
樹脂滴の粒径とほぼ同一としておくことが望ましい。
【００６９】
－硬化性樹脂エマルジョンの調製－
　硬化性樹脂エマルジョンは、少なくとも硬化性樹脂からなる分散相を、分散相と相溶し
ない連続相、例えば、水相中にドロップ状に乳化分散させることにより調製される。硬化
性樹脂としては、前記各種樹脂の中から後述する保持工程などで十分に硬化でき、分散性
に優れるものが選択される。
【００７０】
　特に本実施形態では、調光層用塗布液を塗布した後のゼラチン層の硬化時やその後のゼ
ラチン層のゾル化時に、液晶ドロップ等と硬化性樹脂滴とが均一に分散、均一に配置され
ることが望ましく、その観点から液晶及び硬化性樹脂の比重の差が小さいことが望ましい
。具体的には、調光層に用いる液晶及び硬化性樹脂の比重の差が－０．５以上０．５以下
であることが望ましく、－０．１以上０．１以下であることがより好適である。
【００７１】
　乳化する手段等は、前記液晶ドロップエマルジョンの場合と同様である。硬化性樹脂滴
の体積平均一次粒径は、１μｍ以上１００μｍ以下が好ましく、３μｍ以上２０μｍ以下
がより好ましく、特に好ましくは１０μｍ以上１５μｍ以下である。体積平均粒径が１０
０μｍを超えると、表示素子としての厚さが大きくなり駆動上も好ましくない場合があり
、１μｍ未満であると充分な硬化後に十分なスペーサー効果が得られない場合がある。
　ただし、この段階で硬化性樹脂滴の粒径は、前記同様、調光層用塗布液として混合され
る液晶ドロップ等の粒径とほぼ同一としておくことが望ましい。
【００７２】
－濃縮－
　上記工程後の液晶ドロップエマルジョンあるいは液晶マイクロカプセルスラリー、また
は硬化性樹脂エマルジョンの不揮発分濃度が低く、塗布時の調光層用塗布液で必要となる
不揮発分濃度に調整できない場合は濃縮を行う。液晶ドロップあるいは液晶マイクロカプ
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セル、または硬化性樹脂と連続相との比重差を利用して、静置や遠心分離によって沈殿、
あるいは沈降させて分離した連続相を除去する方法や、メンブランフィルタで濾過する方
法などを用いる。
【００７３】
　以上の如く得られた液晶ドロップエマルジョンあるいは液晶マイクロカプセルスラリー
、または硬化性樹脂エマルジョンを、ゼラチン及び溶媒を含む溶液に分散することにより
調光層用塗布液を調製する。
　この場合、支持基板上に単層かつ稠密に液晶ドロップ等を塗布するために、密度計や比
重計を用いて、前記液晶ドロップエマルジョンまたは液晶マイクロカプセルスラリー、硬
化性樹脂エマルジョン内の各成分の含有量を測定し、調光層用塗布液のゼラチン、溶媒、
液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び硬化性樹脂の混合割合を調整することが望
ましい。
【００７４】
　調光層用塗布液体積に対する不揮発成分体積の比率（体積率）をＳｒ、不揮発成分体積
に対する液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び硬化性樹脂の体積の比率（体積率
）をＬｒ、液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセル及び硬化性樹脂の平均粒径（μｍ）
をＤL、非表示面基板上へのウェット塗布厚（μｍ）をｔWとすると、塗布面積に対する液
晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルの被覆面積の比率ＡLは、下記式（１）で示され
る。
　　　　　ＡL＝（３／２）・（ｔW・Ｓｒ・Ｌｒ／ＤL）・・・　式（１）
【００７５】
　そして、ＡLが下記式（２）範囲になるように塗布調光層用塗布液を調整することが好
ましい。
　　　　　０．８＜ＡL＜１．０　・・・　式（２）
【００７６】
　前記Ｓｒは、調光層用塗布液Ｘｃｃから溶媒を蒸発させた場合に残る不揮発成分がＹｃ
ｃの場合、Ｓｒ＝Ｙ／Ｘを意味し、また不揮発成分ＹｃｃにＺｃｃの液晶ドロップまたは
液晶マイクロカプセルが含まれる場合Ｌｒ＝Ｚ／Ｙを意味する。
【００７７】
　また、圧力などによる破壊を防ぐため、前記不揮発成分体積に対する液晶ドロップまた
は液晶マイクロカプセル及び硬化性樹脂の体積の比率（体積率）Ｌｒを０．９以下にする
ことが好ましい。
　算出した混合割合に基づき、液晶ドロップエマルジョンあるいは液晶マイクロカプセル
スラリー、または硬化性樹脂に対する、ゼラチン及び溶媒の混合量を調整して塗布調光層
用塗布液を作製する。ここで、増粘剤、濡れ性改善剤、乾燥速度調整剤など、公知の調光
層用塗布液特性改質剤を微量添加してもよい。
【００７８】
　本実施形態の調光層用塗布液に含有される溶媒としては、ゼラチンを溶解し、硬化性樹
脂を溶解させず、液晶ドロップの場合は液晶を溶解させないものが用いられ、液晶マイク
ロカプセルを用いる場合は少なくとも液晶マイクロカプセルの高分子シェルを溶解させな
いものが用いられる。このような溶媒としては、純水、イオン交換水、蒸留水、水道水等
の水、水溶性有機溶媒、あるいはイオン交換水、蒸留水、水道水等の水と水溶性有機溶媒
を混合した液体、非水溶性有機溶媒、及びイオン性液体等が用途や使用条件等に応じて適
宜選択される。
【００７９】
　本実施形態において、上記溶媒は、調光層用塗布液に対して、７５質量％乃至９５質量
％含有されることが好ましく、８０質量％乃至９０質量％含有されることがより好ましい
。溶媒の含有量が７５質量％乃至９０質量％の範囲内であると、調光層用塗布液を塗布で
きる粘度に調整することができる。
　また、液晶ドロップ等と硬化性樹脂との混合質量比（液晶ドロップ／硬化性樹脂）は、
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必要な体積比から算出して決める。
【００８０】
（調光層用塗布液を塗布する工程（工程（Ａ１））、塗布工程）
　上記のごとく濃度調製を行った調光層用塗布液の表示面基板への塗布は、アプリケータ
ー、エッジコーター、スクリーンコーター、ロールコーター、カーテンコーター、ダイコ
ーターなど所望のウェット厚に塗布できる公知の装置を用いて行う。
　図５においては、エッジコーター６４によって電極６２を有する基板６０上に未硬化の
硬化性樹脂滴７２ａ及び液晶ドロップ７４ａを含む塗布液が塗布され、塗布層７０が形成
される。
【００８１】
　なお、塗布工程では、調光層塗布液のゼラチンを融点より高い温度に加熱して流動性の
あるゾル状態に保持する必要がある。ゼラチンは、融点以上の温度に温めるとゾル化し、
凝固点以下の温度に下げるとゲル化し流動性を失う。ゼラチン水溶液の濃度、ｐＨなどに
よって変化するが、市販ゼラチンの凝固点は２０℃乃至３０℃で、融点はそれよりも約５
℃高い。このため、塗布工程では、調光層塗布液は、凝固点２０℃以上の温度として、２
０℃乃至８０℃の調光層用塗布液温度に保持することが好ましく、３０℃乃至７０℃の調
光層用塗布液温度に保持することがより好適である。調光層用塗布液の温度が２０℃未満
であると、ゼラチンのゾル化が不十分なため塗布インクとしての適度な粘性が得られず、
８０℃を超えると、液晶材料の揮発などが発生しやすくなり液晶化合物の組成比が変化し
てしまう場合がある。
【００８２】
（塗布した層を一定温度で保持する工程（工程（Ａ２、Ａ３)）、保持工程）
　本工程では、前記塗布工程により表示面基板上に形成された塗布層７０を密閉容器の中
に保持し、且つ表示面基板上への加熱を継続することにより塗布層７０をゼラチンの凝固
点より高い温度に加熱して、４０℃乃至６０℃の温度となるような状況下に塗布層７０を
保持し、且つ、塗布層７０を、塗布層中の飽和蒸気圧と同一またはこの溶媒の飽和蒸気圧
に近い雰囲気中に１分間乃至１０分間保持する。
【００８３】
　加熱するための加熱装置としては、オーブン、温風ブロー装置、ホットプレートなどを
用いることができる。塗布層中の飽和蒸気圧と同一またはこの溶媒の飽和蒸気圧に近い雰
囲気にするためには、塗布層をできるだけ小さい容積の容器内で保持する方法、上記発生
部を持つチャンバー内で保持する方法、あるいは溶媒の飽和蒸気圧を大気圧以下にする方
法などを用いることができる。
　なお、塗布層温度は、３５℃以上６５℃以下が好ましく、特に好ましくは、４０℃以上
６０℃以下となるように調整する。６５℃を超えると、液晶化合物の組成比が変化しやす
いという問題がり、３５℃未満であると塗布層中の流動性が低く液晶ドロップまたは液晶
マイクロカプセルが稠密に配置しにくくなるため好ましくない。
【００８４】
　この場合、図５（Ａ２）に示すように塗布層はゾル状態の塗布層７３となるが、このよ
うに、塗布層中のゼラチンをゾル状態に維持したまま、この塗布層７３を、塗布層中の溶
媒の飽和蒸気圧と同一または飽和蒸気圧に近い雰囲気中に所定時間保持すると、図５（Ａ
３）に示すように、塗布層７３の乾燥を抑制しつつ、塗布層中の液晶ドロップまたは液晶
マイクロカプセルが比重差によって稠密配列される。液晶ドロップまたは液晶マイクロカ
プセルや硬化性樹脂の比重がゼラチン水溶液とまったく同じ場合には、稠密配列は生じな
い。しかしながら、液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルや硬化性樹脂の比重がゼラ
チン水溶液と異なる場合には、液晶ドロップ７４ａ等や硬化性樹脂滴７４ａが基板面に対
して自然沈降、あるいは浮揚するため、稠密配列される。
【００８５】
　また、加熱装置内の雰囲気は、塗布層７３中の溶媒の初期揮発によって溶媒の飽和蒸気
圧に近い状態になっている。この状態では、塗布層７３から溶媒が急激に揮発しないため
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、各硬化性樹脂滴７２ａ、各液晶ドロップ７４ａが激しい流動によって歪むことはない。
　なお、加熱装置内では、溶媒の飽和蒸気圧に近い状態となっていることから、塗布層７
３が乾燥されることを抑制することができる
【００８６】
　前記のように上記自然沈降、配列に際して、液晶及び硬化性樹脂の比重にほとんど差が
ないことが望ましいことは言うまでもない。
　また、硬化性樹脂として熱硬化性樹脂を用いた場合には、前記基板面に対して配列した
段階で硬化がほぼ終了するようにしてもよい（硬化工程）。この場合、硬化性樹脂滴は球
状のまま硬化するため、後述する乾燥工程で硬化性樹脂滴を多角柱形状とならずそのまま
球状の樹脂スペーサーを含む調光層となる。
【００８７】
　なお、液晶ドロップ７４ａ及び硬化性樹脂滴７２ａまたは液晶マイクロカプセルの動き
が不十分な場合、保持工程の一部または全部において、前記塗布層７３に振動、例えば超
音波振動子などによる機械的な振動を加えれば、液晶ドロップ７４ａ及び硬化性樹脂滴７
２ａをより稠密に配置しやすくすることができる。
【００８８】
（塗布した層を乾燥する工程（工程（Ａ４））、乾燥工程）
　前記保持工程によって、ゼラチンがゾル状態にある塗布層中の液晶ドロップが塗布層中
で稠密配列された後に、乾燥工程では、まず、表示面基板を室温による自然冷却、あるい
は冷却装置を用いて強制冷却することによって塗布層中のゼラチンをゼラチンの凝固点以
下で且つ塗布層中の溶媒が揮発可能な温度に冷却する。表示面基板を冷却するための冷却
装置としては、冷却オーブン、ペルチェなどを用いた冷却プレート、及び冷風ブロー装置
等を用いることができる。
　乾燥工程をゼラチンの凝固点以下の温度にすることで、塗布膜中のゼラチンの乾燥モー
ドはゾル状態からゲル状態へと変化する。このようなゼラチンの凝固点以下の温度下で且
つ塗布層中の溶媒が揮発可能な温度下において、塗布層中の溶媒を揮発させて塗布層を乾
燥させる。
【００８９】
　ここで、ゼラチンはコラーゲンの熱変性物であるため、ゾル状態でのゼラチンの分子構
造はランダムコイル状となっているが、ゲル状態でのゼラチンは分子の一部が元のコラー
ゲンのらせん構造をとりネットワークが形成される。そのため、ゾル状態よりもゲル状態
で乾燥工程を行ったほうが、塗布層中の液体の揮発に伴うゼラチンの体積収縮は大きい。
　このため、前記保持工程で稠密配列された液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴は、乾燥工程
をゲル状態にすることでゾル状態での乾燥に比べて、厚み方向には圧縮力が、面方向には
引っ張り力が働くため変形し、液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴各々が多角柱形状化される
。
【００９０】
　具体的には、まず、前記保持工程によって硬化性樹脂滴７２ａ及び液晶ドロップ７４ａ
が稠密に配列された塗布層７３が形成された基板６０を、塗布層７３がゼラチンの凝固点
以下の温度以下となるように、図示を省略する冷却プレートによって冷却する。
　塗布層７３中のゼラチンは、凝固点以下の温度下に保持されることにより、ゾル－ゲル
変化が生じ、ゲル状態での乾燥モードとなる。
【００９１】
　そして乾燥工程では、塗布層７３が、ゼラチンの凝固点以下の温度で且つ溶媒が揮発可
能な温度１５℃乃至２５℃となるように、基板６０を冷却プレートによって保持すること
によって、塗布層３７中の溶媒を揮発させる。
【００９２】
　このように乾燥工程では、ゼラチンを含む塗布層７３は、液晶ドロップ７４ａ及び硬化
性樹脂滴７２ａを稠密となるように配列させた状態でゾル－ゲル変化する。その後、図５
（Ａ４）に示すように、ゼラチンは、ゾル状態に比べてゲル状態で乾燥させたほうが塗布
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層中の液体の揮発に伴うゼラチンの体積収縮が大きいことから、乾燥工程をゲル状態で行
うことで、溶媒が揮発した時の塗布層の厚みはゾル乾燥で行う時よりも薄い塗布層７５と
なる。また、前記ゼラチンの体積収縮に伴って、厚み方向には圧縮力が、面方向に引っ張
り力がそれぞれ働き、各硬化性樹脂滴７２ａ及び液晶ドロップ７４ａはゾル状態で乾燥し
たときよりもゲル状態で乾燥したときのほうが扁平化される。このとき、前記保持工程に
より、各硬化性樹脂滴７２ａ及び液晶ドロップ７４ａは稠密配列されているので、溶媒の
揮発に伴うゼラチンの体積収縮によって、各硬化性樹脂滴７２ａ及び液晶ドロップ７４ａ
は、図５（Ａ４）に示すように稠密に配置された状態で多角柱形状化された各硬化性樹脂
滴７２ｂ及び液晶ドロップ７４ｂとなる。
【００９３】
　本実施形態に用いるゼラチン材料は、保持工程では液晶ドロップまたは液晶マイクロカ
プセルや硬化性樹脂滴の動きを阻害しないようゾル粘度の小さいものが好ましく、且つ乾
燥工程終了後の調光層表面に液晶滴の漏れ出しを抑制するようゼリー強度の高いものが好
ましく、以上の観点から牛骨を原料として酸処理を行ったゼラチンが好適である。
【００９４】
　前記ゼラチンのゾル－ゲル変化による液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴の多角柱形状化の
理由については、厳密に解明できていない。しかしながら、ゼラチンはコラーゲンの熱変
性物であるため、ゾル状態で乾燥させたゼラチンの分子構造はランダムコイル状となって
いるが、ゲル状態で乾燥させたゼラチンは、分子の一部が元のコラーゲンのらせん構造を
とりネットワークが形成されている。そのため、ゼラチンがゾル状態からゲル状態へと変
化すると、体積収縮が生じると考えられる。そのため、塗布層を、ゾル状態のまま乾燥し
た場合には、塗布層中の液体の揮発に伴うゼラチンの体積収縮が低いことから、液晶ドロ
ップまたは液晶マイクロカプセルを扁平化し、多角柱形状化することは困難であると考え
られる。
【００９５】
　一方、本実施形態の製造方法では、塗布工程において表示面基板上に、ゼラチン及び溶
媒を含む溶液に液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルが分散された調光層用塗布液を
塗布し、次の保持工程において、塗布層をゼラチンの凝固点以上の温度で溶媒の飽和蒸気
圧と同一または溶媒の飽和蒸気圧に近い雰囲気中に所定時間保持した後に、乾燥工程にお
いてゼラチンの凝固点以下の温度で溶媒を揮発させて乾燥させるので、塗布層中の液体の
揮発に伴うゼラチンの体積収縮が大きく、液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルが、
ゼラチン中に稠密に配列された塗布層中のゼラチンをゲル化した状態で乾燥することがで
き、ゲル状のゼラチン中に含まれる溶媒の揮発に伴い、厚み方向には圧縮力が、面方向に
は引っ張り力が働くため、液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴が扁平化し、最終的には多角柱
形状化することができる。
【００９６】
　その後、硬化性樹脂滴を硬化させて樹脂スペーサーとする必要があるが、硬化性樹脂滴
の硬化は、硬化性樹脂が熱硬化性である場合は前記ゲル化した塗布層がゾル化しない程度
の温度で加熱することにより行ってもよいし、硬化性樹脂が光硬化性である場合は所定の
光源により光照射することによりを行ってもよい。
　なお、本実施形態における硬化工程は、特に乾燥工程の後でなくてもよく、前述のよう
に熱硬化性樹脂を用いた場合には保持工程と同時に行なうこともできるし、光硬化性樹脂
を用いた場合でも途中の工程で光照射を行って硬化させてもよい。
【００９７】
　ただし、前記のように乾燥工程で液晶ドロップと一緒に硬化性樹脂滴も多角柱形状化を
行うためには、少なくとも乾燥工程では硬化性樹脂滴の硬化を行っていないことが望まし
い。また、前記保持工程等での加熱により硬化してしまうことや、液晶ドロップ等が稠密
配置された後に再度の加熱でそれらが乱れてしまうことを避けるためには、硬化性樹脂と
して光硬化性樹脂を用い、乾燥工程後に光照射により硬化を行うことが望ましい。
【００９８】
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　また、前記乾燥工程後には、最終的に素子として組み上げた後も含まれるが、特に表示
面基板と非表示面基板とは張り合わせてラミネートする場合には、加圧変形が加わるので
、その後に光照射等により硬化を行えば、液晶滴によりスペーサーの高さにばらつきが出
ることがなく好適である。
　なお、前記光照射には紫外線ランプ、紫外線ＬＥＤ、及び紫外線照射装置などを用いる
ことができ、前記加熱にはオーブン等の加熱装置を用いることができる。
【００９９】
Ｂ．塗布工程に加えて被覆層を形成する被覆層形成工程を行う場合
　図６は、調光層の形成を、調光層用塗布液の塗布工程に、被覆層形成工程を加えて行う
場合を示す概略工程図である。
　この方法による調光層形成は、調光層用塗布液を塗布する工程（工程（Ｂ１））、塗布
した層を冷却する工程（工程（Ｂ２））、塗布層上に被覆層を形成する工程（工程（Ｂ３
））、該被覆層を冷却する工程（工程（Ｂ４））、塗布層を一定温度で保持する工程（工
程（Ｂ５））、及び乾燥する工程（工程（Ｂ６））から構成される。これらのうち、用い
る調光層用塗布液及び工程（Ｂ１）は前記工程（Ａ１）と同様であるので、以下それ以降
の工程について説明する。
【０１００】
（塗布層を冷却する工程（工程（Ｂ２））） 
　本工程では、工程（Ｂ１）で塗布された塗布層がゲル状態になる温度まで冷却する。図
６（Ｂ２）には、本工程による操作終了後の状態が示されている。
【０１０１】
　図６（Ｂ２）に示されるように、本工程においては、基板表面に塗布された塗布層７０
が硬いゲル状態の塗布層７１となる温度まで冷却する。具体的な冷却方法としては、ゲル
化温度（ゲル状態を維持する最高温度）が環境温度以上の場合には単に放置して環境温度
まで除冷するだけでよいが、低温オーブン、冷風ブロー、冷却プレートなどの冷却装置に
よって積極的に冷却しても構わない。 
【０１０２】
（被覆層を形成する工程（工程（Ｂ３）） 
　本工程では、コロイド粒子を含む被覆層塗布液を該塗布液がゾル状態となる温度で、ゲ
ル状態になる温度となっている塗布層７１の上に塗布する。なお、図６（Ｂ３）には、エ
ッジコーター６４により塗布層７１上にゾル状態の被覆層８０が形成される状態が示され
ている。 
　被覆層塗布液に含まれるコロイド粒子の詳細については、前記光変調素子の各構成で既
に説明した通りである。被覆層塗布液は、前記コロイド粒子を含む溶液、分散液の形で用
いられるが、必要に応じて、増粘剤、濡れ性改善剤、消泡剤、乾燥速度調整剤など、公知
の特性改質剤を微量添加してもよい。 
【０１０３】
　基板表面でゲル状態となった塗布層７１の上に被覆層塗布液を塗布する方法としては、
前記工程（Ａ１）で例示した塗布方法と同様のものがそのまま適用できる。被覆層塗布液
がゾル状態を維持する最低温度としては、材料によって一概には言えないが、例えばコロ
イド粒子として寒天を用いた場合には、３０℃乃至７０℃の被覆層塗布液温度にすること
が好ましい。 
【０１０４】
　本工程においては、塗布層冷却工程（工程（Ｂ２））において冷却された状態を維持し
たまま（ただし、塗布層および被覆層塗布液のゾル－ゲル状態が保持される範囲内での温
度変動は許容される）、被覆層塗布液が塗布される。図５（Ｂ３）に示されるように、本
工程においては、既に基板表面に塗布されている塗布層７１はゲル状になって硬くなって
おり、そこにゾル状で軟らかい状態の被覆層８０が積層される。 
【０１０５】
　本工程では、既に塗布された塗布層７１は低温状態になっており３次元的に架橋された
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ゲル状で硬く、積層される被覆層８０は高温状態になっておりゾル状で塗布適性を有して
いる。冷却されている塗布層７１の上に塗布された被覆層８０は、塗布直後からゲル状態
へと変化して行く。そのため、この段階で被覆層塗布液を塗布することで生じるせん断力
によって粒子分散液が流動して膜厚が不均一になる懸念や、被覆層塗布液側に塗布層７１
の固形分が流れ込む、あるいは塗布層７１側に被覆層塗布液の固形分が流れ込んで両層が
混和する懸念が払拭される。 
【０１０６】
（被覆層を冷却する工程（工程Ｂ４））
　前記工程の終了後、次工程の保持工程の前の段階には、既に塗布された塗布層７１は勿
論、積層された被覆層８０もゲル状態となって、共に硬化した状態になっている必要があ
る。 
【０１０７】
　既述の通り、被覆層８０は塗布直後からゲル状態へと変化して行くため、工程（Ｂ３）
）の終了時に被覆層８０が十分に降温してゲル状態になっていれば、そのまま次工程であ
る保持工程の操作に供して構わないが、塗布時における被覆層塗布液の温度が高い等の場
合には、保持工程に先立って、本工程の操作を施すことが好適である。これにより、ゾル
状態の被覆層８０は完全にゲル化した被覆層８１となる。 
【０１０８】
　被覆層冷却工程における具体的な冷却方法としては、工程（Ｂ２）と同様、単に放置し
て環境温度まで除冷したり、低温オーブン、冷風ブロー、冷却プレートなどの冷却装置に
よって積極的に冷却したり等の方法をそのまま採用することができる。このとき、例えば
冷風ブローによって冷却する場合には、なるべく早く図６（Ｂ４）の状態にすることが望
まれるため、塗布操作の直後に連動して冷風ブローを当てることが好ましい。 
【０１０９】
（塗布層を一定温度で保持する工程（工程（Ｂ５））、保持工程）
　保持工程では、工程（Ｂ１）乃至工程（Ｂ４）で基板表面に塗り重ねられた塗布層７１
及び被覆層８１を、被覆層がゲル状態でかつ塗布層がゾル状態になる温度まで昇温する。
図６（Ｂ５）には、本工程による操作を行っている状態が示されている。 
【０１１０】
　図６（Ｂ５）に示されるように、本工程においては、まず基板表面に塗布された塗布層
が軟らかいゾル状態、その上に積層された被覆層がゲル状態となる温度まで昇温する。本
実施形態においては、積層状態を一旦図６（Ｂ４）に示されている状態にした上で、本工
程により、図６（Ｂ５）に示されている状態にすることがポイントとなる。 
【０１１１】
　そのため、本実施形態においては、被覆層用塗布液としてはゾル－ゲル特性を示す寒天
またはその誘導体および溶媒を含む溶液が好ましく、前記調光層用塗布液としては、ゼラ
チンまたはその誘導体および溶媒を含む溶液であることが好ましい。 
【０１１２】
　本工程において昇温（加熱）に供する加熱装置としては、オーブン、温風ブローなどの
対流電熱装置；ホットプレート、加熱ドラムなどの伝導伝熱装置；赤外線ヒータなどの輻
射伝熱装置；などを用いることができる。
【０１１３】
　昇温後は、前記工程（Ａ３）と同様に、ゾル化した塗布層７３中で液晶ドロップ７４ａ
等や硬化性樹脂滴７４ａが基板面に対して自然沈降、あるいは浮揚するため、稠密配列さ
れる。この場合、前記のように上記自然沈降、配列に際して、液晶及び硬化性樹脂の比重
にほとんど差がないことが望ましいことは言うまでもない。
　また、硬化性樹脂として熱硬化性樹脂を用いた場合には、前記基板面に対して配列した
段階で硬化がほぼ終了するようにしてもよい。この場合、同様に、硬化性樹脂滴は球状の
まま硬化するため、後述する乾燥工程で硬化性樹脂滴を多角柱形状とならずそのまま球状
の樹脂スペーサーを含む調光層となる。
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【０１１４】
（乾燥工程（工程（Ｂ６））
　乾燥工程では、塗り重ねられた両層を乾燥して硬化させる。このときの温度条件は、被
覆層のゲル状態を維持したまま、最終的に塗布層もゲル状態となる温度とする。したがっ
て、前記被覆層がゲル状態でかつ前記塗布層粒子分散液がゾル状態になる範囲内での温度
変動は許容される。
【０１１５】
　乾燥温度としては、上記温度条件を満たしつつそれぞれの層を凝固点以上の温度に加熱
する必要があり、例えば塗布層の材料としてゼラチンを、被覆層の材料として寒天をそれ
ぞれ用いた場合には、３５℃乃至６５℃の温度範囲にすることが好ましい。
【０１１６】
　このとき、上層の被覆層が３次元的に架橋された硬いゲル状であるため、被覆層側に塗
布層の固形分が流れ込んだり、塗布層側に被覆層の固形分が流れ込んで両層が混和するこ
とが回避される。また、最初は下層の塗布層がゾル状で軟らかい状態で乾燥していくため
、溶剤の揮発とともに、均一に分散していた粒子分散液中の粒子がお互いの位置関係を少
しずつ変えながら面均一に自然に変化していく。 
【０１１７】
　またこのとき、前記工程（Ａ４）同様、塗布層のゲル化に伴い塗布層中の粒子が扁平化
する作用が発現するが、その塗布層の上層としてゲル状となっている被覆層の膜が覆った
状態になっており、当該膜が乾燥硬化時に塗布層中の粒子を押し込める作用が促進され、
より粒子ごとの形の揃った多角柱形状へ変形させることが可能となる。また、前記保持工
程で硬化性樹脂滴、液晶ドロップが稠密配置されているので、各硬化性樹脂滴７２ａ及び
液晶ドロップ７４ａは、図６（Ｂ６）に示すように、より稠密に配置された状態で多角柱
形状化された各硬化性樹脂滴７２ｂ及び液晶ドロップ７４ｂとなる。
【０１１８】
　その後（これ以前であってもよいし、調光層形成時でなくともよい）、硬化性樹脂滴を
硬化させて樹脂スペーサーとすることは、前記と同様である。 
【０１１９】
　以上説明したように、本実施形態の光変調素子の製造方法では、調光層を設ける工程が
、前記塗布工程と、保持工程と、乾燥工程とを有することから、特にリブなどを設けるこ
となく樹脂スペーサーを導入することができ、しかも、液晶ドロップまたは液晶マイクロ
カプセルや硬化性樹脂滴を、従来のように機械的な圧力を加えることなく多角柱形状化す
ることができ、素子強度の向上と共に調光層の反射率の向上を図ることができる。
【０１２０】
　具体的には、本実施形態における調光層の形成方法によれば、リブをあらかじめ設ける
必要がないので、調光層形成時に液晶滴の凝集や局在化を招くことがない。また、機械的
に加圧を行うことなく液晶ドロップまたは液晶マイクロカプセルや硬化性樹脂滴を多角柱
形状化することができ、しかもそれらを稠密（樹脂スペーサーの位置はランダム）に配置
させることができるので、不要な散乱光の増加を招くことやスペーサー導入による液晶滴
配列の乱れを生じさせることがなく、反射率やコントラストを向上させることができる。
【０１２１】
　本実施形態の光変調素子に画像を書き込むには、例えば図４に示した構成の光変調素子
として、外部からの画像情報に基づいて不図示の制御回路によって電圧印加部から適切に
制御された電圧を電極１２，２２間に印加しつつ、光照射部によってアドレス光を像様に
照射する。このときアドレス光は、光変調素子の書き込み面（例えば、図における下側の
面）から見て平面的部位毎に画像様に制御されて面ごと同時に、あるいはスキャニングさ
せることで照射される。この像様のアドレス光の照射によって、光変調素子に画像が書き
込まれる。 
【０１２２】
　印加される電圧は、アドレス光の照射がなかった部分はコレステリック液晶の相変化の
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閾値を超えず、アドレス光の照射があった部分のみが相変化の閾値を超える程度の大きさ
に制御される。どのような相変化をさせるかは目的に応じて自由に選択できる。 
【０１２３】
　以上、好ましい実施形態を詳細に説明したが、本発明は以上の実施形態に限定されるも
のではない。例えば、上記実施形態ではいずれも調光層が１層のみからなる単色画像形成
用の光変調素子を例に挙げて説明したが、調光層やその他の層を必要に応じて複数層とし
て多色画像が形成できる光変調素子としてもよいし、このとき少なくともブルー、グリー
ンおよびレッドの三原色を表示し得る調光層を積層することでフルカラー画像が形成でき
る光変調素子としてもよい。 
【実施例】
【０１２４】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定される
ものではない。
＜実施例１＞ 
（調光層用塗布液の調製） 
　ネマチック液晶（商品名：Ｅ７、メルク社製）７７．５質量％と、カイラル剤１（商品
名：ＣＢ１５、メルク社製）１８．８質量％と、カイラル剤２（商品名：Ｒ１０１１、メ
ルク社製）３．７質量％とを混合して、グリーンの色光を選択反射するコレステリック液
晶を調製した。
【０１２５】
　平均孔径が４．２μｍのセラミック多孔質膜をセットした膜乳化装置（商品名：マイク
ロキット、ＳＰＧテクノ社製）を用いて、窒素圧力約１１．８ｋＰａ（０．１２ｋｇｆ／
ｃｍ２）の条件下で前記コレステリック液晶２ｇを０．２５質量％のドデシルベンゼンス
ルホン酸ナトリウム水溶液１００ｍｌ中に乳化してエマルジョンを得た。 
【０１２６】
　得られたエマルジョンを任意サンプリングしてデジタル顕微鏡（商品名：ＶＨＸ－２０
０、キーエンス社製）で撮影し、撮影した約２５００個の粒子の画像を粒度測定ソフト（
商品名：Ａ像くん、旭化成エンジニアリング社製）で処理したところ、コレステリック液
晶ドロップの粒径平均が数平均で１４．９μｍ、粒径標準偏差が１．３２μｍで、単分散
に近い状態だった。 
【０１２７】
　次に、得られたエマルジョンを静置してコレステリック液晶ドロップを沈降させ上澄み
を除去して、濃縮されたエマルジョンを得た。密度計（商品名：ＤＭＡ３５ｎ、日本シイ
ベルヘグナー社製）を用いて濃縮エマルジョン内におけるコレステリック液晶ドロップの
体積率を測定したところ、０．５３５であった。 
【０１２８】
　一方、前記膜乳化装置を用いて、窒素圧力約１１．８ｋＰａ（０．１２ｋｇｆ／ｃｍ２

）の条件下で、紫外線硬化樹脂（商品名：ＮＯＡ６５、ノーランド社製）を０．２５質量
％のドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム水溶液１００ｍｌ中に乳化してエマルジョン
を得た。
　このエマルジョン中の硬化性樹脂滴の粒径は数平均で１５．２μｍ、粒径標準偏差が１
．５５μｍで、単分散に近い状態だった。
【０１２９】
　続いて、得られたエマルジョンを静置して硬化性樹脂滴を沈降させ上澄みを除去して、
濃縮されたエマルジョンを得た。密度計（商品名：ＤＭＡ３５ｎ、日本シイベルヘグナー
社製）を用いて濃縮エマルジョン内における硬化性樹脂滴の体積率を測定したところ、０
．５１０であった。 
【０１３０】
　調光層中の粒子をすべて液晶ドロップと仮定して、塗布面積に対する液晶ドロップの被
覆面積の比率ＡＬを０．９５に、また、ウェット塗布厚を９０μｍに設定した。前記コレ
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ステリック液晶ドロップの粒径平均（１４．９μｍ）、表示基板上へのウェット塗布厚（
９０μｍ）を用いて、前記式（１）により表示層用塗布液におけるコレステリック液晶ド
ロップの体積率（Ｓｒ×Ｌｒ）を求めたところ、０．１０（１０体積％）であった。
【０１３１】
　前記液晶ドロップの濃縮エマルジョンと硬化性樹脂滴の濃縮エマルジョンとを、液晶ド
ロップ及び硬化性樹脂滴全体体積に対する硬化性樹脂滴の体積比が、０．８１１体積％と
なるように混合した混合濃縮エマルジョンを調製した。
　前記の値を目安にして、上記混合濃縮エマルジョン１質量部に対して、酸性法骨ゼラチ
ン（ゼリー強度：３１４ｇ、ゾル粘度（６０℃）：３．２ｍＰａ・ｓ、ニッピ社製）の７
．７質量％水溶液を４質量部添加することにより、塗布液内の不揮発分体積率が約０．１
５、不揮発分内の液晶滴及び硬化性樹脂滴を併せたドロップレットの体積率が約０．７０
の調光層用塗布液を調製した。
【０１３２】
　得られた調光層用塗布液の温度に対する粘度変化を振動式粘度計（商品名：ＶＭ－１０
Ａ－Ｍ、ＣＢＣマテリアルズ社製）で測定し、この塗布液がゲル状態を維持できる最高温
度を求めたところ約３８℃であった。
【０１３３】
（被覆層用塗布液の調製） 
　被覆層用塗布液として、界面活性剤（ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、関東化
学社製）を０．０５質量％添加した寒天（和光純薬工業社製）の１質量％水溶液（保護層
用塗布液）を調製した。 
　得られた保護層用塗布液の温度に対する粘度変化を振動式粘度計（商品名：ＶＭ－１０
Ａ－Ｍ、ＣＢＣマテリアルズ社製）で測定し、この塗布液が昇温時ゲル状態を維持できる
最高温度を求めたところ約８０℃であり、降温時ゾル状態を維持できる最高温度は約４５
℃であった。
【０１３４】
（調光層の作製） 
－塗布工程－ 
　表示面基板として、片面にＩＴＯ透明電極（表面抵抗：３００Ω／□）が形成された１
２５μｍ厚のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）基板（商品名：ハイビーム、東レ社
製）を用意し、前記調光層用塗布液を５０℃に加熱して、含まれるゼラチンをゾル状態に
した上で、その状態のまま、前記ＩＴＯ透明電極側の面に、塗布後のウェット膜厚が９０
μｍになるようにギャップを調整したマイクロメータ付きアプリケータ（商品名：Ｋペイ
ントアプリケータ、松尾産業社製）で塗布し塗布層を形成した。 
　次いで、塗布後の基板を室温に放置し２５℃に徐冷して、塗布層に含まれるゼラチンを
ゲル化させた。 
【０１３５】
　続いて、前記被覆層用塗布液中に含まれる寒天がゾル状態になる６０℃で、既にゲル化
した状態の塗布層の上に、塗布後のウェット膜厚が１００μｍになるようにギャップを調
整したマイクロメータ付きアプリケータ（商品名：Ｋペイントアプリケータ、松尾産業社
製）で被覆層用塗布液を塗布し被覆層を形成した。そして、塗布後の基板を室温に放置し
２５℃に徐冷して、被覆層中に含まれる寒天をゲル化させた。 
【０１３６】
－保持工程－ 
　塗布層及び被覆層を積層した後の基板を５５℃のホットプレート上に載せ１０分間保持
した。前記調光層用塗布液及び被覆層用塗布液の粘度測定の結果から、乾燥の初期段階で
、塗布層のゼラチンはゲル状態からゾル状態へ変化し、被覆層の寒天はゲル状態を維持し
たものと推測される。 
【０１３７】
　保持工程における塗布層の挙動をデジタル顕微鏡（商品名：ＶＨＸ－２００、キーエン
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ス社製）で撮影し、時間が経過ごとの状態を観察したところ、乾燥が進むにつれて、次第
にコレステリック液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴がお互いの位置関係を少しずつ変えなが
ら、稠密状態へと変化していくのが確認された。
【０１３８】
－乾燥工程－
　調光層塗布液中のコレステリック液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴が稠密状態になった表
示面基板をホットプレートからはずし、２３℃付近の室温で調光層塗布液の溶媒を揮発さ
せた。
　このとき、同様にデジタル顕微鏡で塗膜を観察すると、さらに溶剤の揮発が進み完全に
乾燥した状態では、多角柱構造に変形したコレステリック液晶ドロップ及び硬化性樹脂滴
が単層で稠密に並んだ状態が確認された。
【０１３９】
　前記乾燥・硬化後の塗膜について撮影した写真について、粒子ごとの画像をルーゼック
ス画像解析装置に取り込み、樹脂スペーサー及び液晶ドロップの各々１０００個の粒子の
最大長を求め、その平均値を求めて比較したところ、その差は０．３μｍでありほぼ同サ
イズであった。なお、上記写真で確認する限り、樹脂スペーサー及び液晶ドロップは単層
で稠密に配置されていた。
【０１４０】
　また、レーザー３Ｄ顕微鏡（商品名：ＶＫ－８５００、キーエンス社製）で測定した調
光層の厚みは１２．６μｍであり、被覆層の厚みは１．２μｍ、調光層層内のコレステリ
ック液晶ドロップの数平均粒径は約１６．３μｍ、樹脂スペーサーの数平均粒径は１６．
６μｍであった。 
【０１４１】
（光変調素子の作製） 
　前記調光層用塗布液の塗布において基板として用いた物と同じＰＥＴ基板を非表示面基
盤とし、このＩＴＯ透明電極側の面に、カーボンブラック顔料を２３ｇ／ｌの割合で分散
させた９．０質量％ポリビニルアルコール水溶液を１．３μｍ厚にスピンコート塗布して
遮光層を形成した。さらに形成された遮光層の上に、ウレタン系ラミネート剤（ＬＸ７１
９／ＫＹ－９０、大日本インキ化学社製）を１μｍ厚にスピンコート塗布して、接着層（
ラミネート層）を形成した。
【０１４２】
　次いで、前記のように作製した表示面基板と上記非表示面基板とを、被覆層と接着層と
が向かい合うように重ね合わせて、１００℃のラミネータを通して接着し、最後に、高圧
水銀ランプにより紫外線照射を行い、硬化性樹脂滴を硬化させ樹脂スペーサーとし、光変
調素子１を得た。なお、照射条件は、照射強度：２５ｍＷ／ｃｍ２（３６５ｎｍ）、照射
時間：１２０秒とした。
【０１４３】
＜実施例２＞
　実施例１の調光層用塗布液の調製において、液晶ドロップの濃縮エマルジョンと硬化性
樹脂滴の濃縮エマルジョンとの混合比を、全体体積に対する硬化性樹脂滴の体積比が、２
．００体積％とした以外は、実施例１と同様にして塗布液の調製を行い、これを用いて実
施例１と同様にして光変調素子２の作製を行った。
【０１４４】
　なお、上記光変調素子２の調光層における液晶ドロップ及び樹脂スペーサーの粒径、サ
イズ、配置状態等は、実施例１の光変調素子１と同様であった。
【０１４５】
＜実施例３＞
　実施例１の調光層用塗布液の調製において、液晶ドロップの濃縮エマルジョンと硬化性
樹脂滴の濃縮エマルジョンとの混合比を、全体体積に対する硬化性樹脂滴の体積比が、３
．９３体積％とした以外は、実施例１と同様にして塗布液の調製を行い、これを用いて実
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施例１と同様にして光変調素子３の作製を行った。
【０１４６】
　なお、上記光変調素子３の調光層における液晶ドロップ及び樹脂スペーサーの粒径、サ
イズ、配置状態等は、実施例１の光変調素子１と同様であった。
【０１４７】
＜実施例４＞
　表面をカルボキシル基で修飾した球形の樹脂スペーサー（粒径：１０μｍ）を液晶ドロ
ップの濃縮エマルジョンと混合し、全体体積に対する樹脂スペーサーの体積比が２．００
体積％とした以外は、実施例１と同様にして光変調素子４を得た。
【０１４８】
　なお、上記光変調素子４における調光層形成時に、乾燥工程終了後の塗膜表面を前記デ
ジタル顕微鏡で確認したところ、球状の数平均粒径が約１０μｍの樹脂スペーサーが確認
された。
【０１４９】
＜比較例１＞ 
　実施例１の調光層用塗布液の調製において、硬化性樹脂エマルジョンを用いず、濃縮エ
マルジョンとして液晶ドロップの濃縮エマルジョンのみ使用して、不揮発分内の液晶体積
率を約０．７０とした以外は、実施例１と同様にして調光層用塗布液を調製し、実施例１
と同様に塗布、保持、乾燥を行って比較用の光変調素子５を得た。
　この光変調素子５における液晶ドロップの粒径や各層厚は、実施例１の光変調素子１に
おける場合と同等であった。
【０１５０】
（表示特性の測定）
－ピーク波長反射率－
　得られた各光変調素子について、プレーナ状態およびフォーカルコニック状態における
表示特性を、積分球型分光測色計（ＣＭ２００２型、ミノルタ社製）を用いて測定した。
具体的には、拡散照明下で正反射光を除去した状態（ｄ８／ＳＣＥ条件）における反射率
を、完全拡散板の反射率を１００％として求めた。その反射スペクトルから求めたプレー
ナ状態のピーク波長における反射率を、まとめて図７に示す。 
【０１５１】
－加圧後の黒反射率－
　一方、１０ｍｍの角の直方体状ゴムにより表示側から圧力０．１ＭＰａ（１０Ｎ／ｃｍ
２）で５秒間押圧し、その後、フォーカルコニック状態としたときの視感反射率Ｙ値（黒
反射率）を測定した。次いで、電気的に液晶をフォーカルコニック状態にリセットして、
押圧後黒反射率を測定する操作を、０．２ＭＰａから０．６ＭＰａまで０．１ＭＰａずつ
圧力を上昇させて行った。
　実施例１、２及び比較例１の光変調素子について測定した結果を、まとめて図８に示す
。
【０１５２】
　図７に示すように、樹脂スペーサー濃度の上昇と共に反射率は低下する傾向が見られる
が、これは反射に寄与する液晶比率の低下によるものと考えられる。ただし、樹脂スペー
サー比率を約４体積％とした実施例３の光変調素子でも、反射率は実際の使用上問題とな
るレベルではなかった。
【０１５３】
　また、図８に示すように、 調光層に樹脂スペーサーを含んでいない比較例１の光変調
素子では、押圧力が０．５ＭＰａ（５０Ｎ／ｃｍ２）で黒反射率が大きく上昇（白く変化
）するのに対し、調光層に樹脂スペーサーを約０．８体積％含む実施例１の光変調素子で
は、既に押圧力の上昇に対しても黒反射率の変化は見られず、樹脂スペーサー比率が高い
他の実施例でも同様の結果となった。
　また、図示していないが、球状の樹脂スペーサーを含む実施例４の光変調素子４でも問
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変化しなかったが、球形のスペーサーでは白く変化してしまった。球形のスペーサーでは
表示層と高さが合ってないために部分的なたわみが出易く局所的な圧力がかかってしまう
からだと推定される。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】実施形態の光変調素子の一例を示す概略構成断面図である。
【図２】実施形態の光変調素子の他の一例を示す概略構成断面図である。
【図３】実施形態の光変調素子の他の一例を示す概略構成断面図である。
【図４】実施形態の光変調素子の他の一例を示す概略構成断面図である。
【図５】調光層を形成する各工程の一例を示す模式図であり、（Ａ１）は塗布工程を、（
Ａ２）及び（Ａ３）は保持工程を、（Ａ４）は乾燥工程を各々示す。
【図６】調光層を形成する各工程の他の一例を示す模式図であり、（Ｂ１）は塗布工程を
、（Ｂ２）は冷却工程を、（Ｂ３）及び（Ｂ４）は被覆層を形成する工程を、（Ｂ５）は
保持工程を、（Ｂ６）は乾燥工程を各々示す。
【図７】実施例の光変調素子の樹脂スペーサー濃度とピーク波長反射率との関係を示す図
である。
【図８】実施例の光変調素子の押圧力と黒反射率との関係を示す図である。
【図９】コレステリック液晶の配列状態を示す模式図であり、（Ａ）はプレーナ状態を示
し、（Ｂ）はフォーカルコニック状態を示し、（Ｃ）はホメオトロピック状態を示す。
【図１０】正の誘電異方性をもつコレステリック液晶の電気光学応答を示すグラフである
。
【符号の説明】
【０１５５】
１０、２３、２４　光変調素子
１１、２１　支持基板
１２、２２　電極
１３　非表示面基板
１４　遮光層
１６　接着層
２０　表示面基板
３０、３１　調光層
３２、３６、７４　液晶ドロップ
３３、３５　樹脂スペーサー
３４　ゼラチン（高分子バインダー）
６０　基板
６２　電極
６４　エッジコーター
７０、７１、７３、７５　塗布層
７２　硬化性樹脂滴
８０、８１、８４　被覆層
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